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４．耕耘機等（歩行型トラクター・管理機）

（１）バック時の事故

４．耕耘機等 （１）バック時 ① １７

耕耘機での移動中にバックで転倒し、ロータリーの刃が下腿部に刺さる。40日間入院。

（平成25年11月上旬 午後5時頃 畑 男性・65歳）

事故の概況

秋から冬にかけて、みかん農家は収穫などで忙しい時期だが、当日は組合長の仕事とし

て檻にかかった害獣処分の立会いなどをした後、玉葱の播種のための耕耘作業をしていた。

自宅裏を耕そうと移動中、獣よけの防護柵の間（下りになっている）を通ろうとしたとき

に、耕耘機が少しそれて柵に引っ掛かったので、刃が回転したままでバックしたところ、

ローターが右長靴の上の縁に引っ掛かって、耕耘機のハンドルバーが持ち上がり、転んで

しまった。このとき、ロータリーの刃が下腿部に刺さった。耕耘機はそのまま前転してひ

っくり返ってエンジンは止まったが、刃は刺さったままになった。

事故時、農繁期で手伝いに来ていた妹が家にいたので、大声で叫んだところ気付いても

らえた。救急車を呼んでもらい、

レスキュー車も来て、ボルト留め

の刃を耕耘機から外してもらい、

2時間後には医療センターに刃が

刺さったまま運ばれて治療を受け

た。刃は下腿上部から入り足首の

皮膚を盛り上げるところまで刺さ

っていた。40日ほど入院し、退院

後は自分で歩行器を使って歩行練

習をした。刃は足の神経からわず

かにそれて刺さっていたので、現

在は完治して、歩行や正座も問題

なくできる。ただ、寒いときはジ

ーンとした感覚があるとのこと。

事故原因と対策

普段から耕耘機は力まかせに使っていて、慣れていたこともあり、セカンドでバックし

たりしていたとのこと。特に農繁期で夕方ということもあり、充分な注意が足りなかった

のかもしれない。また当日は檻にかかった獣の処分に立ち会って、これが心理的に影響し

た可能性もある。

事故後は耕耘機の操作は注意するようにしているとのこと。ただし、バックのときは今

まではセカンドだったのをスローに落としてはいるがバックを止めたわけではない。今は、

事故現場の防護策の隙間をなくし、別の緩斜面のところを通るようにしている。

獣避けの金網の防護柵に引っかかったので、バックして転
倒。ロータリーが下腿部の上部に刺さり足首に達した。
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４．耕耘機等 （１）バック時 ② １８

耕耘機作業でバックしたときに転倒し、ロータリーの刃が大腿部に刺さる、70日入院。

（平成25年9月下旬 午後12時半頃 畑 女性・70歳）

事故の概況

祭日で、朝に村の行事で山に登ってお参りを済ませてから一休みした後、玉葱の播種の

準備で畑に一人で行き作業していた。12時に戻ろうと思っていたが、もう少し耕耘しない

といけないところが残っていたので作業を続けた。畑の縁で普段は転回するのだが、その

ときはなぜかバックで曲がろうとしたところ、石を踏んだかなにかで転倒し、クラッチは

すぐに切ったが回転したままの刃が左足大腿部に刺さった。

事故当時、近くに人はいなかったが、離れた海岸に釣り人が見えたので大声で叫んで助

けに来てもらった。救急車やドクターヘリも来たが、耕耘機の刃が刺さったままでどうす

ることもできず、尻を地面について人に上体を支えてもらって2～3時間そのまま現場にい

た。農機メーカは祭日の休みで連絡が取れず、刃を耕耘機からどうやってはずしたかは覚

えていないが、その後救急車で病院に運ばれてレントゲン撮影後、手術を受けた。骨折や

神経や靭帯の損傷はな

かったが、2カ月10日ほ

ど入院し、その後1年間

リハビリに通院した。

現在、痛みはないが違

和感があり、患部のし

びれがひどくなること

がある。かなり膝を曲

げることができるが、

正座や完全に尻を落と

してしゃがむことがで

きないので、草取りな

どは腰を掛けて行って

いる。

事故原因と対策

耕耘機の刃を回転したままバックするのは危険であると、操作を教わった夫から聞いて

いたので、田では絶対しなかったが、畑だったのでスローなら大丈夫と思って、バックし

てしまった。畑の斜めの部分に外から運んできて入れた土に石が混じっていて、それを踏

んで転倒したのかもしれなかった。なお、作業前に裏山に登り、疲れていたことも影響し

ているかもしれなかった。

事故後に購入した耕耘機は手をはなすと回転が止まるようになっている。ただし、本人

は事故後、耕耘機使用を怖くてやめている。
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（２）乗用管理機の事故

４．耕耘機等 （２）乗用管理機の事故 １９

乗用管理機のミッションオイルの交換作業後、被害者が機体の下から出ようとしたと

ころ、ブーム基部の下端に頭部をぶつけた。

（平成26年7月中旬 午前10時頃 男性・44歳）

事故の概況

共同利用している乗用管理機（ブームスプレーヤ搭載、使用年数6年）の点検整備中、

機体の下に潜ってミッションオ

イルの交換作業を行っていた。

作業終了後、機体の下から後ず

さりしながら出ようとして頭を

持ち上げたところ、ブーム基部

の下端に頭頂部を強打。

かぶっていたキャップをとっ

て患部を触ったところ、出血し

ていたので直ちに地元の病院へ

行き、2～3針の縫合施術を受け

た。延べ4日、通院した。

事故原因と対策

ぶつかった管理機部分の高さは

1.12ｍとそれなりに高かったが、

本人の身長が182cmと高く、かつ

頭上に鋭利な部分があることを認

識していなかった。また、農機具

庫内に照明がなく、薄暗かった。

なお、本人はヘルメットをかぶる

習慣がなかった。

ブーム基部の下端は、角パイプ

の切り落としであり、比較的鋭利

な部分があり、面取りなど施され

ていなかった。

機械の下部に潜り込むなど、障害物が頭部に接触する可能性がある作業を行う際は、特

にヘルメットを着用する必要がある。機体下部の頭をぶつけそうな箇所にゴムなどの緩衝

材を貼ることが望ましい。


